
徳島県介護職員キャリアアップ研修支援事業実施要領 
 
 （趣旨） 
第１条 この要領は、徳島県介護職員キャリアアップ研修支援費補助を実施するにあ
たり、徳島県地域医療介護総合確保基金事業費補助金（介護分）交付要綱（以下「交
付要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 
 （目的） 
第２条 介護事業者が、その従業者を資格取得等のための研修に参加させる際に負担
する費用の一部を補助することにより、事業者自らが職員のキャリアアップに向け
た環境整備に取り組むことを支援し、介護人材の確保及び定着並びに介護サービス
の質の向上を図る。 

 
 （補助対象事業者） 
第２条 本事業の補助対象事業者（以下「事業者」という。）は、県内に所在する介
護保険法（平成 9年法律第 123号）に定める介護サービス事業を運営する事業者と
する。 

 
 （補助対象事業） 
第３条 補助対象事業は、規定等により資格取得費用の助成制度等を具備している事
業者が、その制度等に基づき、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修を介護
職員に受講させ、その費用を事業者が全額負担する場合とする。ただし、補助対象
事業に対し、ほかに補助や助成を受けている場合は、この補助金の交付の対象とし
ないものとする。 

２ 補助申請年度内に開講し、終了する研修であり、受講料の支払いを同一年度内に
行う場合を補助の対象とする。 

 
 （補助対象経費） 
第４条 本事業で対象とする受講費用は、研修指定事業者が「学則」において規定す
る受講料及びテキスト代とする。 

 
 （補助額の算定方法） 
第５条 事業者に対する補助額は、次の各号に掲げるところによる。ただし、千円未
満の端数が生じる場合には、当該端数を切り捨てるものとする。 

 （１）補助対象経費の２分の１に相当する額以内の額とする。 
 （２）１事業所につき受講者５人までの申請を認めることとする。 
 
 （交付申請に当たって必要と認められる書類） 
第６条 交付要綱第５条第２項第５号に定める書類は、受講研修概要が確認できる書
類とする。 

 
 （実績報告に当たって必要と認められる書類） 
第７条 交付要綱第１０条第２項第５号に定める書類は、受講経費の領収書の写し、
介護職員に支給した場合は支給明細書等の写し、受講料、テキスト代の内訳が分か
る書類及び研修機関が発行する修了証明書の写しとする。 

  
 （その他） 
第８条 その他必要な事項は、知事が別に定める。 
 



    附 則 
 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


